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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

　
黒
潮
町
で
は
、
多
様
化
す
る
消
費
者

相
談
、
家
庭
や
職
場
、
地
域
で
の
悩
み

相
談
に
対
応
す
る
た
め
弁
護
士
を
お
招

き
し
、
無
料
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

　
近
年
町
内
で
も
悪
質
商
法
に
よ
る
高

齢
者
の
被
害
や
、
多
重
債
務
を
抱
え
る

方
の
相
談
も
増
え
て
い
ま
す
。
日
ご
ろ
、

な
か
な
か
相
談
で
き
な
い
こ
と
も
こ
の

機
会
に
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

◆
日
時
　
９
月
１
日（
火
）

　
 
 
 

午
後
１
時
〜
３
時

◆
会
場
　
総
合
セ
ン
タ
ー（
佐
賀
支
所
前
）

※
相
談
時
間
は
一
人

３０
分
以
内

 （
事
前
予
約
制
）

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

 
本
庁 

住
民
課 

人
権
啓
発
係

　
　
蕁
４
３
―
２
８
０
０（
課
直
通
）

 
本
庁 

産
業
推
進
室 

商
工
観
光
係

蕁
４
３
―
２
１
１
３（
課
直
通
）

　
高
知
地
方
法
務
局
四
万
十
支
局
と
四

万
十
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
で
は
、
弁

護
士
資
格
の
あ
る
人
権
擁
護
委
員
に
よ

る
人
権
相
談
を
、
２
カ
月
に
１
度
開
設

し
ま
す
。
法
律
関
係
で
お
困
り
の
方
は
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
開
設
日

　
平
成

２７
年
９
月

１６
日（
水
）
　

 
１１
月

２５
日（
水
）

 
平
成

２８
年
１
月

２７
日（
水
）

 
３
月

２３
日（
水
）

◆
時
間
　
午
後
１
時
〜
３
時

※
相
談
時
間
は
１
人

３０
分
以
内

　（
事
前
予
約
制
）

○
開
設
場
所
・
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
地
方
法
務
局 

四
万
十
支
局

蕁
３
４
―
１
６
０
０

　
差
別
の
な
い
明
る
い
地
域
社
会
を
目

指
し
、
今
年
度
も
多
様
な
講
師
を
招
い

て
開
催
し
ま
す
。
人
権
文
化
を
育
み
、

心
豊
か
な
時
間
を
過
ご
し
て
み
ま
せ
ん

か
。
多
く
の
皆
さ
ん
方
の
参
加
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

第
１
回

◆
日
時
　
９
月

１１
日（
金
）

 
　
　
　
午
後
７
時

３０
分
〜

◆
場
所
　
佐
賀
町
民
館

◆
内
容
 「

い
の
ち
輝
い
て
生
き
る
」（
仮
）

 
 
 
 

講
師
　
坂
田
か
お
り
さ
ん

○
お
問
い
合
わ
せ

　
佐
賀
町
民
館

蕁
５
５
―
２
１
０
８（
直
通
）

 　
父
母
の
離
婚
な
ど
で
、
父
ま
た
は
母

と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
が

育
成
さ
れ
る
家
庭
の
生
活
の
安
定
と
自

立
の
促
進
に
寄
与
し
、
児
童
の
福
祉
の

増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
支

給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

◆
支
給
要
件

　
次
の
①
〜
⑨
の
い
ず
れ
か
に
あ
て
は

ま
る

１８
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

３
月

３１
日（
法
令
で
定
め
る
障
が
い
の

あ
る
場
合
は

２０
歳
）ま
で
の
児
童
に
つ

い
て
、
父
、
ま
た
は
母
、
ま
た
は
養
育

者
が
、
そ
の
児
童
を
監
護
し
、
か
つ
、

生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
場
合
。

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

②
母
ま
た
は
父
が
死
亡
し
た
児
童

③
母
ま
た
は
父
が
重
度
障
が
い
の
状
態

に
あ
る
児
童

④
母
ま
た
は
父
の
生
死
が
明
ら
か
で
な

い
児
童

⑤
母
ま
た
は
父
に
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ

て
い
る
児
童

⑥
母
ま
た
は
父
が
裁
判
所
か
ら
Ｄ
Ｖ（
配

偶
者
か
ら
の
暴
力
）保
護
命
令
を
う

け
た
児
童

⑦
母
ま
た
は
父
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ

て
い
る
児
童

⑧
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し
た

児
童

⑨
上
記
以
外
で
父
母
が
明
ら
か
で
な
い

児
童

◆
手
当
額（
月
額
）

・
児
童
１
人
の
場
合

　
全
部
支
給
　
４
万
２
０
０
０
円

　
一
部
支
給
　
　
　
９
９
１
０
円
〜

・
児
童
２
人
以
上
の
加
算
額

　
２
人
目
　
　
　
　
５
０
０
０
円

　
３
人
目
以
降
１
人
に
つ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
３
０
０
０
円

（
平
成

２７
年
４
月
１
日
現
在
）

◆
申
請
時
期

　
随
時

◆
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
印
か
ん（
認
め
印
）

・
住
民
票
謄
本

・
戸
籍
謄
本

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 

福
祉
係

蕁
４
３
―
２
１
１
６（
課
直
通
）

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課

　
総
合
窓
口
第
２
係

蕁
５
５
―
３
１
１
２（
直
通
）　

弁
護
士
資
格
の
あ
る
人
権
擁
護
委

員
に
よ
る
人
権
相
談
所
の
ご
案
内

無
料
弁
護
士
相
談
会
の
開
催

児
童
扶
養
手
当
を
ご
存
知
で
す
か
？

ふ
れ
あ
い
人
権
・
同
和
教
育
学
習
会

８
月
は
児
童
扶
養
手
当
の

　
　
　
現
況
届
提
出
月
で
す


